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（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、国立がん研究センター 

がん対策情報センターにおいて処理する。 

（規約の改定） 

第９条 規約の改定は、協議会において議決を経て 

承認を得る。 

（略）

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、国立がん研究センター 

がん対策研究所において処理する。 

（規約の改定） 

第９条 規約の改定は、協議会において議決を経て

承認を得る。 

（略）

(変更) 

（略）
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